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平成 年 月 日（火）

号外第 号

15 11 18

148

毎週火 金曜日発行･

改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 要綱 、次 各号 掲 用語 意

義 、 当該各号 定 。

（ ）及 （ ） 略

（ ） 処理業者 法第 条第 項 規定 産業廃

棄物収集運搬業 許可、同条第 項 規定 産

業廃棄物処分業 許可、法第 条 第 項 規定

特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可又 同

条第 項 規定 特別管理産業廃棄物処分業

許可 受 者及 許可 受

（定義）

第 条 要綱 、次 各号 掲 用語 意

義 、 当該各号 定 。

（ ）及 （ ） 略

（ ） 処理業者 法第 条第 項 規定 産業

廃棄物収集運搬業 許可、同条第 項 規定

産業廃棄物処分業 許可、法第 条 第 項 規

定 特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可又

同条第 項 規定 特別管理産業廃棄物処分業

許可 受 者及 許可 受
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◇ 鳥取県産業廃棄物 処理 関 指導要綱 一部改正（ ）（循環型社会推進課）…………

鳥取県産業廃棄物 処理 関 指導要綱（平成 年鳥取県告示第 号） 一部 次 改正 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

第 条 鳥取県産業廃棄物 処理 関 指導要綱 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条、項及 号 表示 下線 引 条、項及 号（以下 条 「移動条項

等」 。） 対応 同表 改正後 欄中条、項及 号 表示 下線 引 条、項及 号（以下

条 「移動後条項等」 。） 存在 場合 、当該移動条項等 当該移動後条項等 、移動

条項等 対応 移動後条項等 存在 場合 、当該移動条項等（以下 条 「削除条項等」

。） 削 、移動後条項等 対応 移動条項等 存在 場合 、当該移動後条項等（以下

条 「追加条項等」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（条、項及 号 表示並 削除条項等 除 。以下 条

「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（条、項及 号 表示並

追加条項等 除 。以下 条 「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該

改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分

対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。
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（ ） 設置予定者 産業廃棄物処理施設 設置

者 。

（ ） 事業者等 排出事業者、処理業者、設置予定者

及 産業廃棄物処理施設 設置者 。

（ ） 略

（ ） 許可対象外処理施設 処理業者 業 行

産業廃棄物 処分 用 供 産業廃棄物 中間処

理 行 施設 、産業廃棄物処理施設

以外 。

（ ） 積替 保管施設 処理業者 業 行 産業

廃棄物 収集若 運搬又 処分 用 供 産

業廃棄物 積替 又 保管 施設 。

（ ） 許可対象外処理施設等 許可対象外処理施設又

積替 保管施設 。

者 。

（ ） 事業者等 排出事業者及 処理業者 。

（ ） 略

（ ） 許可対象外処理施設 処理業者 設置 産業

廃棄物 中間処理 行 施設 、産業

廃棄物処理施設以外 。

（ ） 積替 保管施設 処理業者 設置 産業廃棄

物 積替 及 保管 施設 。

（ ） 処理施設等 産業廃棄物処理施設、許可対象外

処理施設又 積替 保管施設 。

（生活環境影響調査計画書 作成等）

第 条 産業廃棄物処理施設 設置 者（以

下「産業廃棄物処理施設設置予定者」 。） 、

法第 条第 項 規定 調査（以下「生活環境影響

調査」 。） 実施 前 、次 掲 事項

記載 生活環境影響調査計画書 作成 、知事 提

出 。

（ ） 事業計画 概要

（ ） 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又 悪臭

、生活環境影響調査 実施 項目及 選定

理由

（ ） 生活環境影響調査 実施 区域及 設定

理由

（ ） 他参考 事項

知事 、前項 規定 生活環境影響調査計画書

提出 、別 定 生活環境影響調査

関 指針 基 、産業廃棄物処理施設設置予定者

対 、当該計画書 内容 、必要 指導 行

。

前項 場合 、知事 、関係市町村長 対

、生活環境影響調査計画書 内容 対 地域 生

活環境 保全上 見地 意見 求 、 意見

勘案 。

関係市町村長 、前項 意見 述 当 、産

業廃棄物処理施設設置予定者 対 説明 求

。

産業廃棄物処理施設設置予定者 、前項 規定

関係市町村長 説明 求 、誠意

対応 。

（生活環境 関 調査 実施）
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（産業廃棄物処理施設 設置 係 事前協議）

第 条 設置予定者 、法第 条第 項 規定 許

可 申請（以下「許可 申請」 。） 前 、別

記産業廃棄物処理施設等設置（変更）事前協議書（様

式第 号） 、知事（排出事業者 産業廃棄物処

理施設 設置 場合 、当該産業

廃棄物処理施設 所在地 管轄 保健所長。以下

章（第 条 除 。） 同 。） 協議

。

前項 事前協議書 、法第 条第 項 規定

許可 申請書 案及 添付書類 必要

次 掲 書類 添付 。

（ ） 前項 規定 事前協議 者 、

第 条第 号又 法第 条 第 項若 法第

条 第 項 規定 許可 受 処

理業者 場合 提出予定 許可申請書

案及 当該申請書 添付 書類、法第 条

第 項又 法第 条 第 項 準用 法

第 条 第 項 規定 届出

処理業者 場合 提出予定 届出書

案及 当該届出書 添付 書類

（ ） 地元説明計画書

（ ） 他参考 書類等

第 条 許可対象外処理施設又 積替 保管施設（以下

「許可対象外処理施設等」 。） 設置

処理業者（以下「許可対象外処理施設等設置予定

者」 。） 、事前 、当該施設 設置

周辺地域 生活環境 及 影響 調査

実施 。

前項 規定 調査 、前条 規定 準

用 。

（処理施設等 設置 係 事前協議）

第 条 産業廃棄物処理施設設置予定者又 許可対象外

処理施設等設置予定者（以下「設置予定者」 。）

、法第 条第 項 規定 許可 申請又 許可

対象外処理施設等 設置 工事 着手（第 条第 項

及 第 項 「許可 申請又 工事 着手」

。） 前 、別記産業廃棄物処理施設等設置（変

更）事前協議書（様式第 号） 、知事（排出事

業者 産業廃棄物処理施設 設置 場合

、当該産業廃棄物処理施設 所在地 管轄

保健所長。以下 章（第 条 除 。）

同 。） 協議 。

前項 事前協議書 、法第 条第 項 規定

許可 申請書 案（許可対象外処理施設等 設置

場合 、法第 条第 項各号 掲

事項 準 事項 記載 書類）及 添付

書類（許可対象外処理施設等 設置 場合

、前条第 項 規定 調査 結果 記

載 書類、施設 構造 明 設計計算書、

処理工程図及 施設 付近 見取 図） 必要

次 掲 書類 添付 。

（ ） 事業計画 概要 記載 書類

（ ） 環境保全対策 記載 書類

（ ） 災害防止対策 記載 書類

（ ） 処理施設等 設置 土地（進入路

含 。） 使用 権原 証 書類

（ ） 処理施設等 設置 要 事業費及 資金

計画 関 書類

（ ） 第 条第 号 規定 許可 受

処理業者 設置 施設 場合 、提出予定 許可

申請書 添付 書類

（ ） 地元説明計画書

（ ） 他参考 書類等
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（現地調査）

第 条 略

（市町村長等 照会）

第 条 知事 、事前協議 受 、関係市町村

長及 関係機関 長（以下「関係市町村長等」 。）

当該協議書 内容 関係法令等 整合性

照会 。

（計画 変更等 指導）

第 条 知事 、前条 規定 関係市町村長等

照会 対 回答又 第 条第 項 規定 通知

踏 、設置予定者 対 関係法令等 定 必要

手続 行 教示 、必要

認 、留意 事項又 事業計画 変

（現地調査）

第 条 略

（市町村長等 照会）

第 条 知事 、事前協議 受 、関係市町村

長及 関係機関 長 当該協議書 内容 関係法令等

整合性 照会 。

関係市町村長等 、前項 規定 照会 対 回

答 別 、地域 生活環境 保全上 見地 知事

対 意見 述 。

関係市町村長及 関係機関 長 、第 項 照会

対 回答又 前項 意見 述 当 、設置予

定者 対 説明 求 。

設置予定者 、前項 規定 関係市町村長及

関係機関 長 説明 求 、誠意

対応 。

（地域住民 説明）

第 条 設置予定者 、処理施設等 設置 当 、

事前 関係市町村長及 地域住民 事業計画等

説明 、話 合 場 持 、 理解

得 努 。

設置予定者 、前項 説明 地域住民 範囲

、事前 、知事及 関係市町村長 意見 聞

。

関係市町村長 、設置予定者 地域住民 対象

説明等 行 、日時及 場所等 調

整 協力 。

（地域住民 意見）

第 条 地域住民 、前条第 項 規定 説明 受

後 、地域 生活環境 保全上 見地

設置予定者 意見書 提出

。

設置予定者 、地域住民 当該事業計画等 係

環境保全対策等 関 要望 、誠意

対応 。

設置予定者 、地域住民 事業計画等 説明 状

況及 地域住民 要望 対 対応 内容等 地

域住民 提出 意見書 写 、知事及

関係市町村長 書面 報告 。

（計画 変更等 指導）

第 条 知事 、第 条第 項及 第 項 規定

関係市町村長等 回答及 意見並 前条第 項 規

定 地域住民 意見 踏 、設置予定者 対

関係法令等 定 必要 手続 行 教

示 、必要 認 、留意
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更等 指導 。

設置予定者 、前項 規定 指導 受

、必要 措置 講 、知事 結果 報告

。

略

（事前協議 完了通知）

第 条 知事 、第 条第 項 規定 事前協議書

他関係書類 審査 、内容 適当 認

、 旨 設置予定者及 関係市町村長 通知

。

（許可 申請等）

第 条 第 条第 項 規定 事前協議 行 設

置予定者 、前条 規定 通知 受 後

、許可 申請 行 。

許可 申請 係 添付書類 、事前協議

既 提出 変更 必要

、 一部 省略 。

略

（市町村長等 説明）

第 条 設置予定者 、許可 申請 前 、関係市

町村長等 事業計画 内容 説明 行

、事業計画 関係法令等 整合性 確保

。

関係市町村長等 、前項 説明 受 、当

該事業計画 係 関係法令等 、設置予定者

対 必要 教示及 指導 行 。

関係市町村長 、前項 教示及 指導 別 、地

域 生活環境 保全上 見地 設置予定者 対

意見 述 。

関係市町村長 、前項 意見 述 当 、設

置予定者 対 説明 求 。

設置予定者 、前項 規定 関係市町村長

事項又 事業計画 変更等 指導

。

設置予定者 、前項 規定 指導 受

、必要 措置 講 、知事及 関係市町村長

結果 報告 。

略

（生活環境 保全 関 協定）

第 条 設置予定者 、関係市町村長又 地域住民

生活環境 保全 関 協定 締結

要請 、誠意 対応

。

知事 、前項 規定 協定 締結及 内容

関係者 指導 。

（事前協議 完了通知）

第 条 知事 、第 条第 項 規定 事前協議書

他関係書類 審査 、内容 適当 認

、 旨 設置予定者及 関係市町村長 通知

。

（許可 申請等）

第 条 設置予定者 、前条 規定 通知 受

後 、許可 申請又 工事 着手 行

。

前項 申請 係 添付書類 、事前協議

既 提出 変更 必要

、 一部 省略 。

略

設置予定者 、正当 理由 前条 規定

通知 受 日 年 経過 日 当該処理

施設等 許可 申請又 工事 着手 行

場合 、当該処理施設等 新 事前協議

行 。
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説明 求 、誠意 持 対応

。

関係市町村長 、第 項 意見 述 、

内容 知事 通知 。

（地域住民 説明）

第 条 設置予定者 、産業廃棄物処理施設 設置 当

、許可 申請 前 、地域住民 事業計

画等 説明 、話合 場 持 、

理解 得 努 。

（地域住民 意見）

第 条 地域住民 、前条 規定 説明 受 後

、地域 生活環境 保全上 見地 設置予

定者 意見書 提出 。

設置予定者 、地域住民 前項 規定 意見

書 提出 受 、又 当該事業計画等 係 環

境保全対策等 関 要望 、誠意

対応 。

設置予定者 、許可 申請 当 、前条 規

定 地域住民 事業計画等 説明 状況及 前

項 規定 地域住民 要望 対 対応 内

容等 第 項 規定 地域住民 提出 意

見書 写 、知事及 関係市町村長 書面

報告 。

（生活環境 保全 関 協定）

第 条 設置予定者 、関係市町村長又 地域住民

生活環境 保全 関 協定 締結

要請 、誠意 対応

。

（工事計画書 提出）

第 条 設置予定者 、処理施設等 工事 着手

、 別記産業廃棄物処理施設等

工事計画書（様式第 号） 知事 提出

。

（工事完了報告書 提出）

第 条 許可対象外処理施設等 設置予定者 、当該許

可対象外処理施設等 工事 完了 、別記産

業廃棄物処理施設等工事完了報告書（様式第 号）

知事 提出 。

（完成検査）

第 条 知事 、前条 規定 報告 、

工事完了 確認検査 行 。

許可対象外処理施設等 、前項 規定 確認検

査 受 後 使用 。
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（構造等 変更 場合等 準用）

第 条 第 条 前条 規定 、産業廃棄物処理

施設 設置者 法第 条 第 項 規定

許可 受 場合 準用 。 場

合 、第 条第 項及 第 項並 第 条第

項中「第 条第 項」 「第 条

第 項」 読 替 。

略

（産業廃棄物処理施設 承継）

第 条 産業廃棄物処理施設 設置者 当該産業廃棄

物処理施設 係 権利 承継 者（以下

「承継者」 。） 、当該産業廃棄物処理施設

第 条 生活環境 保全 関 協定 締結

、事業 実施 当 、当該協定 内

容 遵守 。

第 条 規定 、承継者 準用 。

（許可対象外処理施設等 準用）

第 条 第 条 第 条 及 前条 規定 、許可

対象外処理施設等 設置 者 準用

（構造等 変更 場合等 準用）

第 条 第 条 前条 規定 、処理施設等 設

置者 次 各号 該当 変更

場合 準用 。 場合 、第

条第 項及 第 項並 第 条第 項中「第 条第

項」 、「第 条 第 項」 読

替 。

（ ） 当該処理施設等 産業廃棄物処理施設 場

合 、廃棄物 処理及 清掃 関 法律

施行規則（昭和 年厚生省令第 号）第 条 各

号 掲 変更

（ ） 当該処理施設等 許可対象外処理施設 場

合 、次 掲 変更

当該許可対象外処理施設 処理能力 係 変更

、当該変更 当該施設 処理能力

ー 以上変更 至

当該許可対象外処理施設 位置 変更

当該許可対象外処理施設 処理方式 変更

当該許可対象外処理施設 構造及 設備 係

変更 、主要 設備 係 又 当該変

更 排 性状、放流水 水質 他 生

活環境 負荷 増大

処理 伴 生 排 又 排水 排出 方法

又 量 増大 係 変更

（ ） 当該処理施設等 積替 保管施設 場合

、当該積替 保管施設 規模 拡大

略

（処理施設等 承継）

第 条 処理施設等 設置者 当該処理施設等

係 権利 承継 者（以下「承継者」

。） 、次 掲 書類 作成 、知事（承継者

排出事業者 場合 、当該処理施設等

所在地 管轄 保健所長） 提出

。

（ ） 当該処理施設等 許可対象外処理施設等

場合 、別記許可対象外処理施設等承継届

出書（様式第 号）

（ ） 承継後 事業計画書

（ ） 環境保全対策 記載 書類

（ ） 災害防止対策 記載 書類

承継者 、当該処理施設等 生活環境 保全

関 協定 締結 、事業 実施

当 、当該協定 内容 遵守 。

第 条 規定 、承継者 準用 。
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場合 第 条 第 条 規定

中「設置予定者」 「許可対象外処理施設等

設置予定者」 、第 条第 項及 第 条中「許可

申請」 「許可対象外処理施設等 設置

係 工事等 着手」 、第 条中「産業廃棄物処理施

設」 「許可対象外処理施設等」 、第 条

第 項中「許可 申請」 「法第 条第 項

若 第 項又 法第 条 第 項若 第

項 規定 許可 申請」 読 替 。

第 条 第 条 規定 、許可対象外処理施

設等 設置者 次 各号 該当 変更

場合 準用 。 場合

、第 条 第 条 規定中「設置予定者」

「許可対象外処理施設等 設置者」 、第

条第 項及 第 条中「許可 申請」 「許

可対象外処理施設等 変更 工事等 着手」 、第

条中「産業廃棄物処理施設」 「許可対象外

処理施設等」 、第 条第 項中「許可 申請」

「法第 条 第 項若 法第 条 第

項 規定 変更 許可申請又 法第 条 第

項若 法第 条 第 項 準用 法

第 条 第 項 規定 変更 届出」 読 替

。

（ ） 当該許可対象外処理施設 処理能力 係 変更

、当該変更 当該施設 処理能力

ー 以上変更 至

（ ） 当該許可対象外処理施設 位置 変更

（ ） 当該許可対象外処理施設 処理方式 変更

（ ） 当該許可対象外処理施設 構造及 設備 係

変更 、主要 設備 係 又 当該変更

排 性状、放流水 水質 他 生活環

境 負荷 増大

（ ） 処理 伴 生 排 若 排水 排出

方法又 量 増大 係 変更

（ ） 当該積替 保管施設 規模 拡大

知事 、前項 場合 、当該変更等 規模

縮小等 生活環境 保全上支障 認

、同項 規定 適用 。

（産業廃棄物 県内処理）

第 条 略

略

（県外産業廃棄物 処理受託協議）

第 条 処理業者 県外 発生 産業廃棄物 処理

（運搬 除 。） 受託 者（以下「受託

業者」 。） 、産業廃棄物 処理 委託

排出事業者（以下「委託事業者」 。）

別記産業廃棄物処理受託協議書（様式第 号）

（産業廃棄物 県内処理）

第 条 略

略

（県外産業廃棄物 処理受託協議）

第 条 処理業者 県外 発生 産業廃棄物 処理

（運搬 除 。） 受託 者（以下「受託

業者」 。） 、産業廃棄物 処理 委託

排出事業者（以下「委託事業者」 。）

別記産業廃棄物処理受託協議書（様式第 号）
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次 掲 書類 添付 、知事 協議

。

（ ）及 （ ） 略

略

（承認等 通知）

第 条 略

略

知事 、協議 内容 次 各号 該当

場合 、承認 、 旨 受託業者

通知 。

（ ） 略

（ ） 産業廃棄物 積替 保管施設経由 搬入

場合 、 排出者 不明確

（ ） 略

（処理 受託）

第 条 略

（受託内容 変更 場合 協議）

第 条 第 条第 項 規定 承認通知 受 受

託業者 、次 各号 掲 受託内容 変更

場合 、当該変更 新 第 条第 項

規定 協議 、承認 得 。

（ ）～（ ） 略

（書類 提出等）

第 条 略

（環境影響評価法等 対象事業 係 特例）

第 条 環境影響評価法（平成 年法律第 号）又 鳥

取県環境影響評価条例（平成 年鳥取県条例第 号）

対象事業 、 要綱中第 条 第 条

規定（第 条 準用 場合 含 。）

、適用 。

（勧告及 公表）

第 条 知事 、次 各号 該当 者 対

次 掲 書類 添付 、知事 協議

。

（ ）及 （ ） 略

略

受託 産業廃棄物 種類 類 場

合 、第 項 規定 、除去

工作物 同項 規定 協議 行 。

（承認等 通知）

第 条 略

略

知事 、協議 内容 次 各号 該当

場合 、承認 、 旨 受託業者

通知 。

（ ） 略

（ ） 産業廃棄物 積替 保管施設経由 搬入

場合

（ ） 略

（処理 受託）

第 条 略

（受託内容 変更 場合 協議）

第 条 第 条第 項 規定 承認通知 受 受

託業者 、次 各号 掲 受託内容 変更

場合 、当該変更 新 第 条第 項

規定 協議 、承認 得 。

（ ）～（ ） 略

（書類 提出等）

第 条 略

（環境影響評価法等 対象事業 係 特例）

第 条 環境影響評価法（平成 年法律第 号）又 鳥

取県環境影響評価条例（平成 年鳥取県条例第 号）

対象事業（次項 「評価対象事業」 。）

、 要綱中第 条 第 条 及 第

条 規定（第 条第 項 準用 場合 含

。） 、適用 。

評価対象事業 係 第 条（第 条第 項

準用 場合 含 。） 規定 適用 、同

条第 項及 第 項中「前条 規定 通知 受

」 「環境影響評価法（平成 年法律第

号）第 条又 鳥取県環境影響評価条例（平成 年鳥

取県条例第 号）第 条 規定 環境影響評価書

公告 」 。

（勧告及 公表）

第 条 知事 、次 各号 該当 者 対

に げる を して に しなければな

らない

び

の

は の が の のいずれかに す

る は しないものとし その を に

するものとする

が え で される

であって その が であるとき

の

の の の

の による を けた

が の に げる の をしよう

とする は について たに

の による をし を なければならない

の

の に る

は

の については この から

までの において する を む

は しない

び

は の のいずれかに する に

に げる を して に しなければな

らない

び

しようとする の ががれき の

は の にかかわらず しようとする

ごとに の による を うものとする

の

は の が の のいずれかに す

る は しないものとし その を に

するものとする

が え で される

の

の の の

の による を けた

が の に げる の をしよう

とする は について たに

の による をし を なければならない

の

の に る

は

の において という

については この から まで び

の において する を

む は しない

に る において

する を む の の については

び の による を け

た とあるのは

は

の による

の がされた とする

び

は の のいずれかに する に

１ ２

２

２

３

１

２

３

１

１

１ ３

９

６

１ ２

２

３

１

２

３

１

２

３

１

１

１ ３

９

６

１

２ １

１ ４

９

21

22

23 21

20

24

25 81

10 24

14

16

26

23

24

25 23

22

26

27 81

10 24

13

15 20

16 20

81

27 10

24 25

28
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し な をとるべきことを することができ

る

の による の を る

が なものでなく は の によ

り された しくは の に

する が あるものでないと められる

の による をせず は

の をした

の に して の を

した

その

し な をとるべきことを することができ

る

において する

を む の による をせず は

の をした

において する を

む の による を ける に に

した

の による をせず は

の をした

の に して の を

した

その

を したいので のとおり します

にあっては び の

の としての

としての

の

の

の

、必要 措置 勧告

。

（ ） 第 条 規定 地域住民 理解 得 努力

十分 、又 第 条第 項 規定

提出 意見書若 同条第 項 要望 対

対応 誠意 認 者

（ ） 第 条 規定 受託協議 、又 虚偽

受託協議 者

（ ） 第 条 規定 違反 産業廃棄物 処理 受

託 者

（ ） 略

略

（ 他）

第 条 略

、必要 措置 勧告

。

（ ） 第 条第 項（第 条第 項 準用

場合 含 。） 規定 事前協議 、又

虚偽 事前協議 者

（ ） 第 条（第 条第 項 準用 場合

含 。） 規定 完了通知 受 前 工事

着手 者

（ ） 第 条 規定 受託協議 、又 虚偽

受託協議 者

（ ） 第 条 規定 違反 産業廃棄物 処理 受

託 者

（ ） 略

略

（ 他）

第 条 略

様式第 号（第 条関係）

産業廃棄物処理施設等設置（変更）事前協議書

職 氏 名 様

産業廃棄物処理施設 設置（変更） 、下記 協議 。

年 月 日

郵便番号

住 所

協議者 氏 名

（法人 、名称及 代表者 氏名）

電話番号

記

設置（変更）

目 的

産業廃棄物排出事業者 自己処理

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業 営業

事前協議 区分

中間処理施設 （設置・変更）

最終処分場 （設置・変更）

１

１

２

２

３

４

２

１ ８ １ １

２ １

３

４

５

２

１ ６

１

２

１

２

13

14

20

22

27

20

15 20

22

24

29

第 条 鳥取県産業廃棄物 処理 関 指導要綱 一部 次 改正 。

様式第 号 次 改 。

２

１

の に する の を のように する

を のように める
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３

１ １

２ ５ １

２ ２ ３

２ １ ５ １

２ ３

５ ３ ７ ２ ３

３

４

その

の のとおり

するものに をすること

の に じた の び に する という

の の の に る の に と し は

とする び の

をしようとする が の に する は

の しくは の に する を けようとする である にあっ

ては の の び に する の は の

において する の の による をしようとする である

にあっては の の び に する

その となる

他（ ）

事前協議 内容 別添

注 該当 ○ 。

添付書類

事前指導 区分 応 、廃棄物 処理及 清掃 関 法律（以下「法」 。）第 条第

項（第 条 第 項） 許可 係 申請書 案（欄外上 事前協議用案 記入 、申請者印

不要 。）及 当該申請書 添付書類

事前協議 者 、鳥取県産業廃棄物 処理 関 指導要綱第 条第 号又 法第

条 第 項若 法第 条 第 項 規定 許可 受 処理業者 場合

提出予定 許可申請書 案及 当該申請書 添付 書類、法第 条 第 項又 法第 条

第 項 準用 法第 条 第 項 規定 届出 処理業者 場合

提出予定 届出書 案及 当該届出書 添付 書類

地元説明計画書

他参考 書類等

15

15

14

14

14 14

様式第 号 様式第 号 削 、様式第 号中「第 条関係」 「第 条関係」 改 、【備考】

削 、同様式 様式第 号 。

附 則

告示 、平成 年 月 日 施行 。

告示 施行 日前 改正前 鳥取県産業廃棄物 処理 関 指導要綱（以下「改正前 要綱」 。）

第 条第 項（第 条第 項又 第 条第 項 準用 場合 含 。） 規定 生活環境影響調

査計画書 提出 改正前 要綱第 条第 号 規定 産業廃棄物処理施設又 改正前 要綱第 条

第 項 規定 許可対象外処理施設等（以下「産業廃棄物処理施設等」 。） 係 同計画書 係 提

出後 手続 、 従前 例 。

告示 施行 日前 改正前 要綱第 条第 項（第 条第 項 準用 場合 含 。） 規定

産業廃棄物処理施設等設置（変更）事前協議書 提出 産業廃棄物処理施設等 係

施設 設置 係 手続（改正前 要綱第 条 第 条 規定 係 手続 除 。） 、

従前 例 。

２ ４ ５

２

１ １

２

６ １ ７ ２ １

２ ５ ７

１

３ ８ １ １

２

から までを り を に め を

り を とする

この は から する

この の の に の の に する の という

は において する を む の により

が されている の に する は の

に する という に る に る

の については なお の による

この の の に の において する を む の

により が されている に るこれらの

の に る の から の までの に る を く については な

お の による

22 20

15 12

20

20

17 20
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